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純
正
現
象
撃
の
方
法
論
及
び
問
題
、
川
-
文
明
博
士

高
民
経
済
交
通
の
殺
展
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E

臨

町

込

町

剛

労
働
争
議
調
停
法
案
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就
て
・
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法
平
博
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祖

師

常

刷

拍

蕗
同
金
融
制
皮
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融
先
進
・
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・
・
縦
掛
引
f
I

ス
i
ス
の
植
民
地
肌
に
閥
し
て

bLi--

再
び
矢
内
原
教
授
に
肱
ふ
.
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車

税

の

貫

現

性

沙

見

耳目

"""，山伶昨

第

単

税
の
一
意
義

和
枕
川
り
惜
系
を
樹
つ
る
に
蛍
り
、
課
税
物
件
を
軍
放
に
定
む
目
、
き
や
複
数
に
採
る
ぺ
き
ゃ
に
よ
り
、
軍
一
一
枕
論

き
組
枕
も
山
平
畑
測
に
存
在
し
て
ゐ
工
は
祖
税
本
来

ω機
能
を
晶
画
M

押
し
得
す
片
品
に
多
〈
の
新
枕
を
必
要
・
と
す
る
。

IJ> 

ピ
出
問
枕
論
ご
的
二
つ
山
U
H
阻
別
を
生
計
る
の
で
の
ふ
O

ニ
の
課
税
物
件
の
単
複
の
問
題
は
則
政
問
地
干
上
非
慌
に
重
要
に

L
1
、
祖
枕
山
民
主
一
一
耐
よ

h
見
れ
ば
噂
一
一
枕
諭
ふ
鋭
税
論
正

ω守
な
h
t
も
考
へ
る
事
が
出
来
る
程
で
ゐ
る
。
捌

政
需
要

ω必
要
に
廊
じ
て
多
数

ω机
枕
を
案
出
す
る
、
兎
に
、
多
数
の
租
税
が
無
秩
序
に
存
在
す
る
事
は
徒
に
弊

害
を
惜
唱
す
が
故
に
、

之
に
が
ゆ
る
に
一
の
完
全
な
る
租
税
を
以
て
せ
ん
ご
す
る
、
然
る
に
一
見
理
想
的
な
る
が
如

τ市
一
一
枕
論
正
後
枕
論
£
は
循
環
し
て
起
り
英
容
は
絶
ゆ
る
事
が
な
い
の
で
ゐ
る
。

曜
一
一
枕
は
、
共
謀
秘
物
件

ω内
容
に
よ

h
、
百
品
に
恥
」
昨
官
、
和
平
、
一
市
町
官
・
軍
、
一
首
ギ
官
、
官
、

-r衛
官
等

に
分
れ
る
の
で
あ
る
o

就
中
有
名
な
る
も
の
は
軍
一
所
得
税
Z
軍
一
地
租
ピ
の
二
つ
で
あ
る
o

i面

叢

単
一
一
問
自
覚
剖
性

第
二
十
二
昏

(
品
二
披

ブL
) 

Rq 



平
一
軸
白
抗
担
性

第
三
寸
二
位
官

(
品
ニ
税

四
日2

O 
) 

九
岬
輩

、
.
、
、
、

単
一
地
租
論
は
M

肌
仁
フ
キ
O

オ
ク
ラ
ッ
ト
山
中
一
成
じ
よ
っ
て
唱
へ
ら
れ
た
の
で
ゐ
っ
た
o
其品位

H
E
R
印
一
百
円

E
E

M
A
び

z
g々
の
0
2叫
ぬ
(
甲
O

叫
司
自
国
主
ι
]
ι
0
3
1
て
)
が
、
各
々
全
〈
呉
っ
た
見
地
か
ら
、
間
半
一
土
地
欄
椅
税
論
を
主

張
し
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
現
仁
山
内
一
-
m
E
E
の
如
、
喝
さ
は
、
単
一
税
論
を
論
争
る
に
嘗
h
専
ら
単
一
土
地
債
格
税
論

を
扱
つ

τゐ
る
徒
で
あ
る
o

、
、
、
、
、
、

2

軍
一
所
得
税
論
は
、
事
ら
左
窯
に
よ
り
て
明
へ
ら
る
、
重
要
な
る
主
張
で
ゐ
る
、
澗
逸
に
つ
い
て
見
ゐ
仁
、

曾
民
主
謀
の
最
初
の
綱
領
た
る
ア
イ
ゼ
ナ
ツ
ρ

綱
領
土
入
六
九
年
)
、

マ
ル
ク
ス
波
正
明
一
フ
ヅ
サ
ル
派
ご
の
聯
合
せ

[
際

ωプ
l
タ
綱
領
二
人
七
五
年
)
、

正
統
叩
半
減
の
主
張
を
詑
き
し
エ
ル
ア
ル
ト
綱
領
(
一
入
九
一
年
)
、
夏
獅

立
枇
品
問
民
主
瀦
山
り
賀
行
制
傾
(
一
九
一
九
年
)
は
単
一
所
得
税
論
を
主
張

L
て
ゐ
る
の
で
あ
'
Q
O

臼
〈

ア
イ
ぜ
サ
ツ
ハ
制
制
つ
あ
ら
凶
る
川
接
結
配
制
市
北
し
て
昭
一
目
指
品
川
付
枇
u
A
刊
日
相
続
枕

E
起
す
4
し」

ザ
ー
タ
制
制
「
現
行
内
制
枕
妹
に
一
般
民
m

恨
の
れ
胞
と
な
る
川
抜
馳
走
肢
L
、
之
に
代
ゆ
る
に
単
一
累
粘
所
得
枕
世
間
枇
及
び
地
方
枕
と
し
℃
探
川

ナ
べ

L
」

エ
ル
フ
ル

i
嗣
制

1
時
比
紅
白
に
し
て
訓
肱
に
て
主
排
す
べ
き
も
の
は
一
果
法
的
の
所
作
粧
品
び
則
前
桔
に
上
り
宝
抑
ふ
べ

L
。
同
時
に
申
告
の
議

‘.、‘

世
相

E
必
却
と
す
。
向
ζ

れ
を
仙
叩
ふ
に
、
相
秘
助
出
山
大
小
且
び
相
組
問
悼
の
剖
坤
に
基
き
黒
越
す
る
柑
縞
拾
を
以
て
す
べ

L
。
ぁ
、
b
ゆ
る
間
接
軸
及

、.

H

げ
凶
枕
を
臨
す
る
と
共
に
、
ゆ
附
山
一
被
の
刺
誌
の
泊
め

ι
一
般
民
換
を
犠
牲
と
す
る
が
如
き
凡
て
の
締
持
政
策
的
施
設
を
醜
来
す
べ
し
」

。

樹
立
枇
す
民
エ
誌
の
-
弘
行
刺
制
「
耐
骨
主
義
的
机
和
政
鏡
監
位
行
す
べ

L
o
公
共
糾
到
に
し
て
租
枯
に
て
支
排
す
べ
き
も
の
は
、
累
地
的
自
所
伴

、
、
、
、
、

祉
、
財
産
枯
及
び
相
続
桔
に
よ
り
主
抑
ふ
司

L
。
あ
ら
ゆ
る
川
桜
耽
且
wv
削
枕
を
臨
す
る

k
共
に
、
山
げ
酎
有
産
者
の
利
盆
の
お
め
に
無
産
者
を
峨
牲

と
す
る
る
が
如
き
凡
て
の
鮭
情
政
策
的
施
設
を
破
棄
す
ベ

L
」
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勿
論
此
等
の
綱
側
は
、
厳
格
な
る
意
味
に
於
け
る
軍
一
所
得
税
論
を
主
張
す
る
の
で
な
(
、
所
得
税
ゆ
他
に
財

産
税
相
納
税
を
併
則
す
ぺ
き
を
説
hr

て
ゐ
る
o
然

L
、
間
接
税
を
厳
し
単
一
採
進
所
得
税
を
中
心
正

L
て
ゐ
る
貼

よ
ち
し

t
J
L
O
H
N
に
従
ひ
、
左
議
の
主
張
L
f
単
一
一
枕
論
の
一
純
正

L
て
考
へ
る
事
色
決
し
て
不
自
然
で
な
い
。

伎
枕
論
の
帥
川
護
者
は
机
税
仁
於
げ
る
納
完
作
則
合
高
調
す
る
の
で
ゐ
っ
て
、

そ
れ
は
質
際
上
は
正
し
レ
の
で
あ

る
o

然
し
純
理
上
よ
り
一
五
へ
ば
、
不
完
全
な
る
も
の
を
多
〈
堆
積
し
た
所
で
必
宇
し
も
補
完
が
出
来
る
諮
り
も
の

で
な
〈
戒
は
逆
に
不
完
全
を
州
め
る
事
に
な
る
か
も
如
れ
な
い
。
も
し
粗
枕
の
最
高
原
則
を
満
足
せ

L
U
る
が
加

き
理
組
的

ω加
山
秘
物
件
を
砧
目
見
す
る
市
引
が
出
来
れ
ば
、
そ
の
租
税
一
本
繍
で
進
hu
事
が
最
も
叫
ま
し
い
の
で
あ

る
。
然
し
、
利
枕
的
此
す
川
原
則
仁
か
な
ふ
さ
去
ふ
の
は
、
間
平
に
同
学
者
の
闘
の
中

ω一
帯
で
な
く

L
て
民
際
枇
品
目
仁
於

け
る
問
闘
で
ゐ
る
。
従
っ
て
、
第
一
枚
論
正
被
税
論
ご
の
守
は
、
間
半
な
る
概
念
の
遊
戯
で
解
決
す
亡
き
で
な
〈
、

‘
、
‘
、
、
、

資
現
の
可
能
性
如
何
ご
一
京
一
駄
に
重
き
を
泣
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

.
、
.
曹
、
、
、
、
.
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
は
第
十
人
世
紀
末
に
出
獅
の
村
落
に
於
て
行
は
れ
た
る
賞
験
で
ゐ
る
。
啓
蒙
附
代
の
名
君
カ
庁
庁
、

ー
ド
ヲ
ッ
ヒ
、

ブ
ォ

y
.

バ

1
デ
V

伎
は
プ
ヰ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
準
一
恨
の
第
一
人
者
印
n
E且
Z
E
P
を
明
し
て
そ
の

、
、
、
、
司
、

机
枕
叩
字
詰
た
る
単
一
地
利
論
を
共
倒
内
に
府
民
行
せ
し
め
た

ωで
あ
っ
た
。

フ
キ

d

オ
ク
ラ
ッ
ト
皐
訟
は
常
時
に
於

け
る
最
新
経
済
皐
設
で
あ
h
、
従
っ
て
共
同
半
減
の
明
ふ
る
軍
一
一
地
租
論
は
宮
崎
仁
於
て
最
も
遜
歩
せ
る
川
政
理
論

で
ゐ
っ
た
o
バ

1
デ
Y

伎
は
思
一
一
地
利
諭
司
】
そ
岡
及
び
民
を
救
ふ
唯
一
の
政
策
な
り
ピ
信
じ
、
先
づ
傾
向

ω一ニゲ

(
第
二
琉

) 

第
二
十
二
巻

E古

議

車
一
一
柑
の
抗
現
性

山町

五

プ

9 
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論

議

車
一
税
由
貿
現
性

第
ニ
十
三
巻

(
第
二
親

一) 

四

所
に
て
之
を
試
み
、

北
(
成
功
を
ま
っ
て
全
パ

l
ヂ
ン
に
車

地
租

ω制
度
を
施
行
せ
ん
ご
し
た
の
で
あ
る
o

勿
論

こ
の
試
み
は
百
五
十
年
祝
昔
に
一
印
綿
の

一
部
に
小
規
模
に
行
は
れ
た
る
賞
例
に
過
ぎ
な
い
が
ら
、

そ
の
成
否
を
以

τ直
に
軍

枕
を
云
々
す
る
事
は
山
来
な
い
。
然
し
質
際
制
度
芭
[
て
の
昭
一
枕
は
思
栄
子
し
て
の
軍
一
税
論
よ

ち
も
趨
に
白
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
い
事
W
H
は
川
税
史
上
に
於
J
注
目
す
べ
き
貨
川
の
一
に
放
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

巳
に
開
ヨ
ヨ
町
四
百
日
の
特
別
研
払
ゐ
九
。
ロ
岱
ト
M
A
ぴ
同
O
R
r
b
も
経
済
川
崎
子
市
広
中
に
紹
介
し
、
更
に
印
。
己
主
4
0
5

の
所
説
は
り

ru
の
経
掛
数
科
書
中
に
牧
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
υ

思
想
及
び
時
代
の
背
誌
は
迩
っ
て
ゐ
る
が
、
単
一
一
杭
論
は
現
代
に
於
て
も
強
〈
主
張
せ
ら
れ

τゐ
る
。
而
し
て

昭
一
一
枕
に
枕
て
は
そ

ω貨
現
の
可
能
性
の
献
を
特
に
繭
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
よ
・
り
し
て
バ

1
デ
Y

侯
が

山

0
2
0門

7
4
m
Z
を
し
て
間
半
一
枕
を
賞
験
せ
し
め
し
膝
市
民
は
是
非
共
之
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
向
。
ご
の
賞
験
の
恨
低

を
な
す
も
の
は
印
。
己
住
宅
弘
ロ
の
机
枕
平
設
で
ゐ
っ
た
。

先
づ
彼
の
山
学
説
よ
り
併
究
を
始
め
ね
ば
な
ら
の
。

第

田
口

E
2言
包
ロ

の
単
一
一
枕
論

}
o
E
E
K
F
C間
口
且
凹
n
r
E昨
日
一
口
(
一
七
一
ニ
一

1
i
一
八

O
二
年
)
は
巧
巳
E
R
に
生
れ
、

Y
E
仁

τ法
律
事
及
び

官
民
間
半
を
向
学
び
、

一
七
六
三
年
仰
せ
ら
れ

τ
閃

H
r
E
Z
に
来
h
F
1
デ
Y

侯
に
仕
へ
た
の
で
あ
る
u

同
自
毎
回
日
目

ヨ
q
に
封
印
ヨ
ヨ

q
H
Z包
可
。
一
日
目
ぺ
弘
正
[
て
約
十
年
間
活
躍
し
、
異
郷
人
排
斥
の
一
本
奈
川

ω中
に
あ

h
て
、
改
革
者
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ご
し

τ其
理
想
に
猛
進
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
七
七
三
年
間
E
m
E
Z
を
去
b
者
円
自
に
赴
き
、

一
七
七
五
年

再
び
閃
E
U
E
Fゆ
を
訪
れ
た
が
仕
一
宮
の
望
は
漣
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
ロ
。

一
七
七
七
年

Q
2
3
に

τ敢
授
峨

に
つ
き
一
七
八
五
年
迄
其
峨
に
ゐ
っ
た
の
で
あ
る
。
晩
年
は
除
h
振
は
な
か
っ
た
。

彼
は
健
筆
を
以
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
共
著
山
り
最
も
有
名
な
る
も
の
正
{
て
は
一
七
七
二
年
に
後
表
せ
ら
れ
し

円
自
白
O山、何日円山崎小円。同一
ω
E
t川町内
w

司

Z
E
S
E
-
o
E
q
R』口町拝
2
-
E
岳山

H
H
E
ι
2
恥

Z
Z

t
u
r
z
.
n
r
t問
ω百
〉
ロ
問
。
目

]om2EEH
百
円
且
E
m
E
N
m
町口『]山口口日。
ι
2
且
』
命
日
忌
ユ
一
η}凶
作

O
丘
ロ
ロ
ロ
岡
町

ι耳目
VO}町民片己目
VOHEZ写
£
の
一
一
つ
を

場
げ
る
事
が
出
来
る
。

こ
、
に
は
後
者
の
一
部

t
L
て

ロ
rF-
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る

口一
MON
に
吋
者
o
E
p
r
z
ι
2

m
U
R
g
広口
N
Z
E
M
B
H含
巳
ロ
江
町
内
〉
巴
E
m
m
E『
ι
2
2
E
m
m
阿
見

E
同
庁
『
の
E
ロ
ιMHfrm
を
材
料
ピ

L
τ

印。
E』

× 

x 

x 

x 
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7
4
Eロ

の
所
説
に
制
れ
よ
う
。
此
論
文
は

mnE}mRd宅内円ロ

が
軍
一
一
地
租
を
バ

1
デ
ン
の
村
落
に
貨
施
し
て
ゐ
る

間
に
執
筆
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

租
税
理
論
な
る
も
の
は
昨
今
一
り
幹
炉
に
基
き
決
せ
ら
る
ま
c
で
ゐ
る
。
自
然
の
秩
序
を
愛
す
る
我
等
は
滋
に
軍

一
税
な
る
財
政
組
織
を
案
出
し
是
を

J
1
ヂ
ン
侯
の
領
内
に
貫
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o

有
も
一
闘
が
滅
び
グ
ら
ん
正
せ
ば
、
か
吾
川
町

r
r叉
は
市
町
町

r
rに
課
税
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
o

此

原
則
よ
b
掘
削
生
し
て
積
々
の
理
論
が
生
れ

τ〈
る
。
生
産
的
支
出
な
る
も
の
は
自
然
的
生
産
の
原
因
を
な
す
も
の

諦

議

単
一
税
由
貿
現
性

第
二
十
ニ
巷

ま長

続

四
t 



諭

叢

草
一
枯
由
貿
現
仙

第
二
十
二
容

(
部
ニ
凱

四
) 

四
人

に
し

τ、
農
民
が
土
地
を
利
用
す
る
錦
め
に
は
必
す
徳
則
せ
ね
ば
な

ιぬ
支
出
で
あ
る
。
放
に
も

L
、
こ
の
生
産

的
支
出
の
一
部
分
を
机
枇
仁
よ
り
傘
ふ
時
は
、
自
然

ω富
山
り
生
産
を
掛
め
.
生
産
物
の
増
加
を
妨
げ
、
訟
に
は
凡

て
の
階
紙

ω人
ω生
活
を
脅
す
結
川
市
正
な
る
の
で
ゐ
る
G

同
様
に
、
消
費
的
支
出
に
謀
税
す
る
事
も
弊
告
を
粛
す

の
で
ゐ
品
。
蓋
L
前
説
的
支
出
な
る
も

ω
は
自
然
的
生
産
物
の
購
入
、
加
工
、
消
費
に
む
り
ら
れ
る
も

ωで
あ
る

か
ら
、
是
に
一
総
説
す
る
事
は
、
自
然
的
に
増
加
す
る
生
産
物
の
消
技
を
妨
げ
ひ
い
て
は
生
産
的
支
出
的
増
大
H
A
ぴ

誕
生
産
の
疏
鋲
を
阻
止
す
る
誌
に
な
る
の
で
ゐ
る
。
こ
れ
生
産
的
支
仙
及
び
諭
殺
的
支
出
に
課
税
す
ぺ
か
ら
す
古

云
ふ
所
以
で
あ
る
。

然
ら
ば
何
に
課
税
す
べ
き
か
、

租
税
の
直
後
の
源
た
h
得
る
も
の
は
土
地
の
純
牧
獲
あ
る
の
み
で
あ
る
。

、
、
、
.
、
.
、
、
、
、
、

.. 
、
.. 
、、

.. 
、

動
産
の
一
部
分
を
以
て
支
挑
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
闘
に
於
τ
動
産

Z
L
τ
刺
周
L
得
べ
き

凡
壬

租
税
な
る
も
の
は

も
の
じ
支
出
正
生
産
正

ω一
一
つ
が
あ
る
。
支
出
に
課
税
せ
ば
凶
を
滅
ば
す
結
果
-
ぜ
来
す
事
は
上
述
の
如
〈
で
あ

る
。
従
っ
て
関
越
は
生
産
仁
限
局
せ
ら
れ
る
。
生
産
は
夏
に
1
7
れ

τ土
地
の
純
牧
獲
却
も
生
産
の
総
額
よ
り
必
要

も
し
生
産
総
額
じ
献
税
す
記
せ
ば
、
投
資
を
奪
ひ
支

出
を
減
じ
遂
に
は
再
生
産
を
弘
め
る
紡
川
市
正
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
純
牧
獲
に
謀
枕
す
る
正
せ
ば
、
凡

τの
生

経
費
を
仲
控
除
し
た
る
残
額
正
生
産
総
額
，
己
の
ニ
稲
ご
な
る
。

産
的
支
出
は
何
等
の
損
害
を
受
く
る
事
な
〈
、
再
生
産
は
毎
年
繰
り
返
へ
き
れ
、
白
然
的
秩
序
の
示
す
が
備
に
高

事
順
調
に
込
ぷ
の
(
あ
る
o

土
地
の
純
牧
獲
に
軍
一
殺
を
謀
す
る
の
が
唯
一
の
最
良
方
法
で
あ
る
。



調

明|

内
い
〆

b
p
t
u
F

こ
の
土
地
の
純
牧
獲
よ
ら
直
接
に
徴
牧
す
る
祖
枕
は
一
闘
の
凡
て
の
階
級
に
帯
、
遍
的
に
及
び
、
男
女
、
老
幼
、

共
峨
業
を
問
は
な
い
の
で
あ
る
。

様
で
あ
る
が
、

貨
は
然
ら
十
、

土
地

ω純
牧
獲
よ
h
徴
放
す
る
ピ
云
へ
ば
農
民
の
み
が
単
一
地
税
を
負
婚
す
る

一
昨

mrrい
か
ん
炉
、
考
へ
得
る
限
h
J
の
官
官

r
v俳
守
口
で
恥
山
町
叫
一

w
p賀
官

す
る
事
ぜ
な
る
の
で
あ
る
。

自
然
の
秩
序
に
恭
〈
此
机
税
組
織
を
非
難

Lτ
、
農
民
の
み
が
税
枕
を
負
抱

L
手
工
業
者
及
び
其
他
の
階
級
は

何
等
干
輿

t
な
い
不
公
平
の
も
の
で
ゐ
る
ご
云
ふ
人
が
あ
る
o

然
[
自
然
の
秩
序
に
基
〈
制
度
が
か
、
る
不
都
合

ev-生
す
る
諜
は
な
い
o

繰
返
へ

L
τ
一
五
ふ
、
こ
の
軍
一
税
は
土
地
の
純
牧
獲
よ
り
徴
股
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

而

L
て
土
地
の
純
牧
殺
に
は
、
形
式
こ
そ
異
れ
、

一
国
の
凡
て
の
人
が
剛
係
[
て
ゐ
る
。
消
費
的
支
出
に
よ
っ
て
土

地
の
純
牧
獲
に
聞
係
せ
ゲ
る
人
な
〈
、
特
に
農
民
は
生
産
的
支
出
を
通
じ
て
も
倒
係

Lτ
ゐ
る
。
従
っ
て
土
地
の

純
牧
殺
を
目
的
ピ
す
る
間
早
一
税
は
決
し
て
不
必
一
停
の
も
の
で
は
な
い
。

開
政
卒
者
以
常
に
理
…
官
川
町
官
官
を
求
め
r
l

ゐ
た
の
で
あ
る
o
専
断
の
分
子
を
合
ま
十
、
士
地
の
富
を
消
費
す
る

人
に
品
目
一
宇
な
る
制
合
-
『
「
L

謀
し
、

想
的
租
枕
は
、

異
の
・
笛
を
決

L
て
弱
め
字
、
何
人
に
も
苗
痛
を
輿
へ
宇
、

貨
は
土
山
地
げ
純
官
役

γ
問

rる
官
官
で
必
っ
た
。
第
一
に
此
和
枝
で
は
土
地
の
利
潤
が
目
標
芭
な

徴
股
の
飾
使
な
る
理

課
税
様
準
が
磁
貨
に

L
て
宇
断
V
U
T
ヂ
ド
ゲ

rド。

る
か
ら
、

第
二
に
生
産
物
の
消
費
者
の
純
牧
獲
に
劃
す
る
闘

係
は
其
抽
出
載
の
大
き
に
よ
っ
て
現
は
れ
る
か
ら
、

却
も
士
山
岨

r
r
r叩利

山
川

r
v町
ド
い
ん
で
引
い

Ar町
町

rrrHW開

議

論

単
一
勧
由
貿
明
性

第
二
十
ニ
巷

(
第
二
腕

一
二
五
)

回
丸

i.]， 
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論

議

草

一

一

揖

由

貿

現

性

第

二

十

二

審

(

第

二

錦

三

六

)

ず

J
V、
ぃ

urv吉
川
相
官
官

vm刑
p
r
r
w町
げ

r
v
r昨
V
?
r
r
r
v
?
r
r
o
第
一
一
一
に
此
租
税
は
富
の
再

生

産

量

績

を

妨

げ

と

か

ら

、

驚

雰

山

r
b
F
r
p
v
v
r
以
下
布
子
一
1
1
1出
1
1
U
1

的
ご
す
る
所
は
必
要
経
貨
を
控
除
し
た
る
生
産

ω剰
俄
で
あ
る
か
ら
、
是
を
徴
牧
す
る
も
何
等
の
持
痛
を
も
輿
へ

rド
。
第
五
に
官
官
げ
炉
岡
山
肌
い

r
r
r
r
r
p町
fvo
例
へ
ば
岡
地
、
牧
場
、
葡
萄
闘
、
山
林
等
を
所
有
し
て
ゐ

る
人
に
は
、
茶
所
有
地
の
純
類
に
臆
じ
て
土
地

z
q
m
g
世
田
り
の
税
傾
が
定
め
ら
れ
、

る
事
に
よ
っ
て
其
人
の
一
納
税
総
額
が
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
表
の
如
く
で
あ
る
。

間
布
地
の
而
積
雪
。
!
日
い
い
村
岡
山
抑
制

出

-q

所
布
地
白
柿
知

日向。『問。ロ
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E
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此
表
を
一
度
定
む
れ
ば
、
再
び
手
を
加
へ
る
必
要
な
〈
、

只
六
年
目
か
九
年
目
か
に
等
級
を
修
正
す
れ
ば
よ
い

誇
で
あ
る
。
従
っ
て
此
和
税
に
よ
れ
ば
租
税
の
漣
脱

ω起
b
H慨
が
な
〈
、
叉
政
府
も
越
川
叫
に
岨
到
す
る
方
策
を
読
す

る
を
必
要

t
Lな
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
土
地
の
純
牧
獲
じ
諒
す
る
租
税
の
み
が
理
惣
的
の
租
税
で
あ
る
。

欧
洲
各
闘
で
は
多
〈
の
税
就
が
雑
然
乙
し

τ行
は
れ
て
ゐ
る
。
消
費
枕
に
於
て
は
、
園
内
消
費
枕
、
飲
料
税
、

陸
上
水
上
閥
校
、
後
業
殺
を
あ
や
ぺ
〈
、
生
産
的
支
出
に
課
す
る
税
ご
し
て
は
、
人
頭
税
、
家
屋
税
、
動
産
税
、

相
縦
税
を
数
へ
る
一
品
が
出
来
る
。
然
L
此
等
の
租
税
は
土
地
の
純
牧
獲
に
叩
附
す
る
税
ご
は
似
も
つ
か
旧
制
も

ωで
あ

つ

τ、
結
局
は
民
を
食
〈

L
闘
争
」
危
〈
す
る
も
の
で
あ
る
。

常
に
騰
貴
せ
し
め
、
土
地
の
利
用
及
び
臭
の
富
の
獲
得
仁
必
要
快
〈
べ
か
ら

F
る
手
段
を
昭
和
め
、

一
国
の
人
民
に

L パバプーずし k'切符時〆""，，'持";k'"叫喰翰む杭叫者ンペ晶"，~，.'， 、

従
来
の
被
税
制
度
な
る
も
の
は
、
人
が
自
然
生
産
物
を
利
用
せ
ん
正
す
る
を
妨
げ
、
凡
て
の
貨
物
の
債
格
を
異

混
乱
正
座
泡
子
宮
加
へ
る
の
で
あ
る
o

夏
に
復
枕
制
度
は
困
カ
に
相
魅
せ

Y
る
課
税
を
な
し
、
国
家
の
枚
入
の
源

を
破
壊
し
、
徴
税
に
冗
設
を
仲
ふ
り
止
む
な
き
に
歪
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。

車
一
地
租
は
之
に
反
L
稲
々
の
長
所
を
有
し
て
ゐ
る
。
此
租
税
は
土
地
の
異
の
牧
盆
よ
h
徴
収
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
o

従
っ
て
臭
の
富
の
生
産
を
も
消
費
を
も
妨
げ
る
事
が
な
い
、
而
L
τ
各
人
を
し
て
そ
の
有
ず
る
有
形
無
形

の
尉
を
充
分
に
利
用
せ

L
め
る
。
夏
仁
貨
物
の
生
産
消
費
が
増
加
せ
ば
、
此
祖
税
は
自
ら
増
股
せ
ら
れ
、
而
も
徴

税
に
は
何
等
の
冗
品
質
を
必
要
ピ

L
な

ν
の
で
あ
る
。

繭

接

単
一
揖
白
質
調
性

第
二
十
二
巻

第

貌

一Z
七
)

五



(
第
二
一
揖

三
λ
}

五

諭

議

早
一
一
陣
白
貨
現
性

第
一
一
十
ニ
巷

X 

" 

x 

X 

理
論
は
し
か
〈
明
快
で
ゐ
る
o
「
土
地
に
印
す
る
農
業
の
み
が
、
燥
機
な
る
意
味
に
於
げ
る
生
産
を
行
ふ
の
で

ゐ
る
。
従
つ

τ生
産
の
根
源
た
る
土
地
の
純
牧
獲
に
課
税
せ
ば
，
爾
晶
聞
の
凡

τの
職
業
に
従
事
す
る
人
も
自
ら
租

枕
を
負
強
す
る
結
目
指
正
な
る
の
で
ゐ
る
。

か
の
生
産
総
額
に
鵡
税
し
、
生
産
的
支
山
消
費
的
支
出
に
課
税
す
る
復

税
制
度
は
自
然
の
秩
序
に
反
L
闘
を
滅
ぼ
す
の
で
あ
品
。
採
用
す
べ
き
は
、
租
税
の
最
高
原
則
の
凡

τを
揃
足
せ

し
む
る
軍
一
一
枕
卸
も
土
地
の
純
牧
獲
に
課
す
る
割
問
枕
で
あ
る
」
官
。

嘗
附
の
文
化
は
バ

9
1
h
r中
心
正
し
て
畿
壊
し
、
従
っ
て
バ

9

1
の
産
物
代
る
プ
キ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
寧
一

税
事
説
は
、
獅
逸
困
丙
に
於
て
多
〈

ω共
鳴
者

ee得
作
の
で
ゐ
っ
た
。
然
し
、
を
の
多

f
は
講
一
揮
の
人
な
る
に
止

ま
h
y
(

民
E
4山口。
p
u
o
z自
の
如
九
て
賞
行
家
ご
し
て
は
僅
に
伊
豆
喜
耳
目
ロ
を
数
ふ
る
の
み
で
ゐ
る
。
「
土
地
の

純
牧
獲
」
正
云
ひ
、
「
自
然
の
秩
序
」
正
一
式
ひ
、
彼
は
純
然
た
る
フ
キ
ジ
オ

F
ヨ
ッ
ト
の
信
奉
者
で
あ
る
が
、
彼
が

備
蘭
西
の
何
人
よ
b
影
響
を
受
け
し
か
に
就

τは
文
献
の
徴
す
〈
量
も
の
が
な
い
。
こ
の
印
E
m
拝
読
舎
の
皐
読
が

J
l
デ
ン
俣
の
下
仁
如
何
仁
貫
一
現
せ
ら
れ
た
か
、
項
を
新
た
仁
し
て
述
べ
よ
う
。

第

バ

1
デ
ン
侯
の
賓
験

専
制
政
治
を
分
っ
て

noppEEHO]-q
〉『
E
E町自
F
E
r
n
F
2
k
p『
E
Z
z
mロ
E
P
E
m刷
。
区
宮
司
〉
『
u
o
z
z
m
B
g

Oncken : a. a. 0. S. 412-413・12) 



の
三
に
す
る
人
が
ゐ
る
。
専
制
政
治
の
第
三
期
卸
も
啓
蒙
期
に
於
け
る
専
制
政
治
な
る
色
の
は
重
要
一
な
る
歴
史
的

一
階
段
で
あ
っ

τ、
こ
れ
が
鉄
り

τゐ
た
事
が
働
問
同
国
大
革
命
的
原
闘
の
一
な
h
正
廿
ら
れ
て
ゐ
る
棋
で
あ
る
。

民
日

r
q
t
開

R
Z
J
W
E
n
F
Sロ
国
立
n
p
(
一
七
一
一
八

l
一
A
一
一
年
)
は
、
恰
も
梓
哀
期
に
於
付
る
典
型
的
君
主

の
一
人
で
あ
る
。

バ
!
J
7
V
侯
は
幼
に
し
て
瑞
西
・
和
山
刷
、
仰
蘭
西
、
英
国
を
旅
行

L
禁
見
聞
を
底
的
た
の
で
あ
る
が
、
経
隣
町
学

特
に
フ
キ
ジ
オ
グ
一
一
フ
ッ
ト
の
皐
識
に
は
特
に
興
味
を
有
L
て
ゐ
た
Q

彼
C

ア
ヰ
ジ
オ
ク
一
フ
y

ト
の
皐
者
ピ
の
聞
の

交
通
の
一
一
例
正
し

τ
冨

E
K
E一
ロ
C

廿
。
旦
の
名
が
あ
げ
ら
札
て
ゐ
る
が
、
其
最
初
凶
人
以

m
n
E
3
5
E
で
あ
る
。

彼
自
身
ご
し
て
は

U
E
O
E
2
5恥
仏

S
1
E
B
品
。
去
の

OHMOBr
吉
田
町
.
台
工

F
E
M
E
-耳
目
ミ
u
)
の
著
一
越

j

が
あ

る
。
然
し
J
I
J
7
ン
伎
は
事
な
る
皐
問
研
究
で
は
揃
足
出
来
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
。
間
早
一
税
脅
輸
入
す
る
事
に
よ

っ
て
、
其
領
内
に
「
自
然
的
秩
序
」
e

佐
賀
現
せ
ん
ご
し
た
の
で
あ
っ
た
。

寧
↓
税
の
賞
時
明
仙
朋
ご
し
て

j
!デ
ン
侯
の
揮
ん
に
の
は
、
】

VENEE
地
方

ω
口町内巴
E
m
p
Eon-HF2問
地
方

の
回
忌
」
ロ
四

EM
及
ぴ
叶

}MOHd山
口
問

E
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
の
統
計
に
よ
る
ヘ
人
口
は

己
主
一
吉
岡
2
千
六
百
人

(
十
人
世
紀
末
に
は
千
人
十
、
伊
豆
5
m
g
二
千
三
百
人
、
叶
円
月
昼
間
自
千
四
百
人
に

L
て
何
川
い
も
小
村
落
で
あ
る
。

何
故
特
に
尚
三
村
落
合
薄
λ
だ
か
に
就
て
は
請
訟
が
あ
る
。

ロ
目
立
ロ
ロ
四

3
を
選
ん
ど
の
以
、
此
村
落
に
は
山
林
、

葡
萄
同
問
団
地
、
牧
一
一
場
・
斑
瀧
地
等
ゐ
ら
ゆ
る
楠
類
の
耕
地
が
め
る
の

t
・
且
つ
某
位
置
が
バ

l
デ

V

の
首
府

(
熱
ニ
披

=
一
九
)

耳

前

首草

早
一
一
砧
自
宵
現
性

第
二
士
一
番

Roscher: a. a. O. S. 381 
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(
第
二
観

四
O
)

五
四

歯

議

軍
一
一
拍
白
賞
現
性

第
二
十
ニ
巻

E
L担
-
c
F
O

よ
b
約
四
附
聞
記
一
式
ふ
、
賞
駿
に
は
好
泊
り
所
に
あ
る
錦
め
一
で
ゐ
っ
た
。
回
喜
一
一
認
め
P
叶
EZ2mg
の

方
は
、
自
然
に
恵
ま
れ

τゐ
な
が
ら
一
向
後
民
せ
宇
負
債
の
み
増
加
し
て
悲
し
む
〈
き
財
政
紋
践
に
ゐ
っ
た
Z
云

ふ
の
が
、
選
定
の
理
由
で
あ
ら
う
。

X 

× 

X 

× 

一
七
大
九
年
の
夏
バ

1
デ

y
侯
は
印
n
E且
言
。
rM
を
採
譜
し
て
此
村
の

(
腔
ご

事
情
を
調
査
せ
し
め
た
。

m
n
z
a
z
E
は
、
世
田
時
ロ
一
色
一
ロ
問
。
同
に
於
て
各
稲
の
祖
枕
が
乱
雑
に
行
は
れ

τぬ
れ
の

先
-:J 

虫
色
吉
岡
自
に
つ
い
て
述
べ
る
。

を
全
部
整
理

L
τ
.
代
ゆ
る
に
「
土
地
の
純
牧
獲
」
に
課
す
る
草
一
一
枕
を
以
て
せ
ん
ご
し
た
の
で
ゐ
る
o

(
匙
-
)

大
鶴
次
由
如
告
租
税
が
行
は
れ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
o
n
出向印
n
r
E
Eロ
問
〈
。
ロ
『
白
押
回
目
】
由
自
ι
ロ
2
耳
Y
自吋

]VF戸内山
NO]-5ι

〉
R
F

《{出回
E
n
r
r
r
z
a。E-ι
白
岡
県
。
四
E
Z
O
E
向。
E
=自
由
官
。
]
t
m
n
F
=
ι
t
o
E
口器丹向。宮町一門町吋回口円向。も『
ELNOFι
自
何
日
自
岳
吊
号
?

%
5
5ロ
の
吾
R
2
2
5
ι

の官

gauss-
仕
切
叶
E
g
m
ロ
国
高
官
-Fι-0
・Ha虫
色
。
門
司
自
自
民
何
ロ
出
自
雪
耳
Z
Z
E
0・島市〉口出回一向。

E
『

品
。
戸
叶
品
目
riSR同同一目ロ
E
昆
巴
}
島
自
由
nF
耳
目
口
問
〈
。
ロ
日
E
目
日
-
R
C
司pnZNF口問』品目

crBmoE-
身円

Z
E
E
-
]』出件。自一以内]宮古耳目

3
 

t
 

問岳甘
?
ι
町

理
一
一
地
租
を
質
施
す
る
に
際

L
最
も
重
要
な
る
問
題
は
.
「
土
地
の
純
牧
獲
」
を
如
何
に
算
定
す
べ
き
や
で
め

る
、
印
n
E
n同
庁
吉
宮
は
土
地
を
1
7
っ
て
、
岡
地
、
牧
場
.
硝
殉
樹
、
草
園
、
菜
園
、
山
林
正
し
、
嘉
に
団
地
は
三
級

に
牧
場
以
二
級
に
分
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
純
牧
獲
を
計
算
し
た
の
で
あ
っ
穴
。
「
土
地
の
純
牧
獲
」
ご
は
、

土
地
の
総
牧

獲
よ

b
必
要
経
費
(
土
地
投
資
.
機
共
投
資
、
毎
年
投
資
)
を
控
除
L
K
る
獲
額
で
め
っ
て
、

そ
の
こ

O
M刊
を
租
税

Emminghal1s: a. a. O. S. 41 14) 



正
し

τi徴
牧
し
た
の
吋
に
あ
る
。
嘗
時
の
り
庄
一
一
口
問
2
に
於
け
る
土
地
の
蚊
態
‘
純
牧
獲
及
び
軍
一
税
額
は
次
の
表

に
よ
り
明
か

εな
る
。

所
布
地
の
械
類

同

1也

毎
i也

轄

地

二
年
地

牧

場

一

年

地
~ 
よ也

葡

萄

平楽~I 

私
有
地
且
び
公
高
地
目
両
甜

日
高
。
司
自
前
り
謀
肱
嗣

全

部

枇

銅

"" 叫. 

国

rH1・ニA
f川

-一一一
--一三五ニん一一一

ニ
O

=
七
九八

L

』，，，.u-
=
天
主

ニ0
1川

三

宮
一

o

冨耳問。ロ

4-qz-

:1， 
O 

回
二二 - 主主 ロ

一 七 七 λ 八宮

三/閥包/八五/八三/凡日

日明
F、

1¥ 
三
三
五

五
七
回

o 

O 

ーー-= 

とb

王
丸
六

1¥ 
1¥ -1:: 

四四
o 

穴
一/開

一一一三五

t二

七
矛ミE

t三

ノc
五

H司

一 五 三

七/八三/凶一/闘

郎
も
ニ
千
四
百
宮
。
ぉ

2
の
土
地
よ
h
二
千
二
百
の
巳

ι
g
の
軍
一
地
租
を
牧
め
た
の
で
ゐ
る
。
寅
施
に
際
し

の
著
越
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
己
吻
合
L
て
ゐ
る
。

ブL

/'、

-

凶

ブL

附林

A
一虫

O

一一一一七七

凶
〕
/

て
多
少
の
修
正
が
加
へ
ら
れ
た
が
、
大
健
に
於

τ
印の『一且雪印』ロ

前

叢

一
七
七

O
年
八
月
に
バ

l
Jプ
ン
侯
は
熱
烈
な
る
布
告
を
接
表
!
佐
民
の
獣
呼
の
中
仁
新
施
設
じ
進

A
rの
で
あ

E 
E 

単
一
一
腕
由
貿
現
性

第
二
十
ニ
巻

(
第
二
一
世

四

) 
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繭

難

単
一
一
陣
申
賞
現
性

修
二
十
ニ
轡

(
第
二
日
揮

岡

ま

る
。
三
年
の
試
駿
期
も
無
事
修
了
し
此
調
子
な
ら
ば
枇
曾
改
良
は
日
押
々

Z
し
て
な
争
が
却
〈
で
あ
っ
た
。

然
石
に
一
七
七
周
年
以
後
・
泊
泡
々
不
一
命
の
曲
却
が
閥
ニ
え
た
の
で
ゐ
る
。
ょ
の
不
平
の
第
一
一
原
因
は
牧
獲
の
減
退

で
ゐ
る
。

一
七
七

O
l
一
七
七
九
年
に
は
、
国
平
一
地
視
の
賞
施
せ
ら
れ
ぎ

b
し
一
七
六

O
i
一
七
六
九
年
に
比
L

二
二
六
七
日
高
山
一
百
円
の
減
収
を
示
し
た
の
で
ゐ
る
。
誕
に
次
の
表
の
示
す
負
債
の
域
加
を
第
二
原
岡
に
敷
へ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

革A

依

( 

fl. 

公

債

(
日
)

一

七

六

九

年

七
、
七
九
九

三
、
ニ
二
凶

↓

七

七

六

年

? 

穴
、
九
λ
丸

入
、
。
ニ
O

-

七

七

九

年

丸
、
一
六
凹

車
一
祝
賀
施
前
の
一
七
六
九
年
に
比
し
、
質
施
後
の
負
債
の
数
字
は
悲
し
な
ぺ
き
結
川
戒
を
示
し
て
ゐ
る
。

一
七
七
七
年
の
調
査
で
は
、
経
憐
朕
態
そ
の
も
の
も
友
稗
怒
〈
な
〈
、
叉
多
少
悪

ν
に
L
て
も
新
制
度
採
則
正

は
無
関
係
で
あ
る
事
が
明
か
に
せ
ら
れ
た
。
只
負
債
の
増
加
は
否
定
し
雛
当
事
・
貨
で
ゐ
る

G

然
し
か
、
一
る
楽
観
的

の
報
告
ゐ
り
し
に
拘
ら
中
、
欝
制
復
興
の
要
求
は
追
々
一
般
〈
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

一
七
八
一
年
十
一
月
に
は
，
動
き
の
記
れ
全
部
糊
的
ゆ
報
告
が

A
1
デ
ン
侠
に
賢
吉
れ
伐
の
で
、

Y
2
7
q
Sロ

同

ι巴
m
H
H
o
h
日

を
仮
A

返
し
て
調
査
せ
し
め
た
所
が
、
盆
々
共
事
貨
を
確
む
る
ば
か

L

り
で
あ
っ
た
o

而
も
バ

1
デ
ン
侯

は
依
然
根
本
的
整
理
を
な
し
得
な
か
っ
た
の
で
ゐ
品
。



其
後
間
中
↓
税
制
破
棄
の
要
求
絶
仰
る
事
な

f
、

一
七
九
二
年
、

一
七
九
五
年
の
改
革
に
よ
っ
て
漸
戎
醤
態
に
復

し
た
の
で
あ
っ
た
。
三
十
ぬ
年
繊
綴
し
た
此
大
事
業
は
一
人

O
二
年
四
月
二
十
三
日
を
以
て
金
〈
厳
止
せ
ら
れ
た

の
で
ゐ
る
。

X 

X 

× 

× 

gr一宮岡
3
・
叶
『
邑

A
Z
の
事
情
も
大
飽
-
』
れ
正
類
似
し
て
ゐ
る
了
}
の
嗣
村
務
に
は
り
白
色
宮
町

3
同
機
多
数
の

組
枕
(
肱
ニ
)
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
ゐ
る
が
、

一
七
七

O
年
秋

T
E
O
R
垣
内
{
ロ
の
調
査
の
結
果
に
基
き
改
革
を
行

ふ
一
帯
正
な
っ
た
。

一
七
七
一
年
三
月
六
日
附
の
布
告
じ
よ
b
、
村
氏

ω要
望
の
下
に
「
自
然
の
秩
序
」
は
質
施
せ
ら

tっし
te 
9) 
で

21η あ

百る
o 

出
E
Z
Y
4
F
J
o
r
-
-
吋
吾
ヨ
百
般
j

口。毛
O
E
O
-一
一
司
『
自
屯

E己
i
r
E
R
E同司

O
R
E
P
5
5
ι
2
5
0
E
E
P
Z

Z
E官
官
民

E】
凹
百
戸 同。目以円

J

h

位
二
)

ロヨ向。
2
に
て
は
直
に
印
E
n
y
m
Eと
-
何
百
円
}HOFAMm門巴品ぐ。ロの何回
υ
。日ロ
Oロ
g
ロ
品
の
め
氏
。
吾
E
H
P
N
Z己i

【同巴門戸叶
M
2
2
2
0ヨN
E
p
d
F
J
S
E
m四
角
川
]
島

S
ロ
Z
。
冒
H
O
B
R
F胃ロ
A

T

(

出町長田口時
ω
ロ
に
て
は
そ
円
代
目
り
に
白
巳
ロ
耳
目
。
』
T
回
目
)
回
口
詞
伺
『
問
。
]
F
E
M
E司
自
ω
目白問
m-P
叶ロ『告
Fhi問。山知】
0・

Z
記
E
E「
E
且
口
止
品
向
。
E
Z
F
N
M
包
括
ロ
百
出
向
。
um0
・

回
品
目
白
石
o
P
4
F
町
民
ロ
問
自
に
於

τ田
平
一
祝
賀
脆
の
任
に
蛍
っ
た
の
は

H
1
E
5
で
め
っ
た
。
彼
は
↓
七
七
一
年
三

月
直
に
宮
『
一
円
口
問
自
に
て
事
業
を
始
的
、
少

L
遁
れ
て
同
年
六
月
に

d
E
H一
ロ
的
自
に
て
改
革
に
着
手
し
た
の
で
あ

品
。
純
牧
獲
の
算
定
方
法
は
印
n
E
m拝
者
巴
ロ
が
り
-
n
z
z
m
g

仁
て
行
っ
た
の
芭
大
儲
同
じ
で
ゐ
る
が
巡
っ
て
ゐ
る

(品申ニ貌

同

第

十

笹

五
七

繭

瀧

車
一
説
由
貿
現
性
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誼

議

単
一
一
柑
由
貿
現
性

第
二
十
二
容

傍

観

四
四
)

五
J、

所
も
あ
る
。

虫
色
E
四
ヨ
ピ
は
異
b
、
此
所
で
は
噂
』
の
試
み
が
賀
行
せ
ら
る
、
や
否
や
反
動
の
聾
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。

七
七
ニ
年
二
月
に
始
め
て
皐
げ
ら
れ
た
不
平
の
聾
は
盆
々
傭
大
す
る
の
み
で
あ
る
。

一
七
七
四
年
の

T
R
r
q
の

報
告
に
よ
h
本
誕
の
失
敗
が
明
か
じ
せ
ら
れ
た
が
、

バ

l
デ
ン
侯
は
徹
底
的
賞
行
を
も
主
張
し
得
宇
、
叉
は
之
を

全
然
拙
棄
す
る
に
も
忍
び
争
、
姑
息
な
る
修
正
で
満
足
し
わ
ん
の
で
あ
っ
た
。

事
態
は
遂
に
救
済
せ
ら
れ
な
か
っ
た
o

田
平
一
税
的
税
率
の
重
き
結
果
、
土
地
を
祇
嘗
に
金
を
川
り
る
事
も
出
来

な
け
れ
ば
、

さ

h
z
て
土
地
を
寅
却
す
る
事
も
出
来
な
い
。
か
〈
て
負
債
は
日
に
増
L
出与一
E
m
g
の
如
量
一
高

の
巳
ι自
仁
上
っ
た
の
で
あ
る
。
村
の
負
債
を
兎
れ
し
む
る
事
が
此
事
業
の
目
的

ω
一
つ
で
あ
っ
た
の
に
、
結
果
は

寧
ろ
漣
ぜ
な
っ
た

ωで
あ
っ
た
。

一
七
七
六
年
以
後
漸
次
替
の
如
、
き
税
制
に
復
蹄
じ
た
の
で
ゐ
る
。

× 

X 

x 

X 

此
計
査
の
失
敗

ω原
凶
正
し
て
は
、
種
々
の
事
貨
が
数
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
最
も
重
要
な
る
も
の
は
、
「
土
地
の
純

牧
獲
」
及
び
そ
れ
に
課
す
る
軍
一
地
租
の
計
算
方
法
で
あ
る
。

「・い岳山り一

w
r粧
」
が
何
物
で
あ
る
か
は
、
抽
象
論
ご
し
て
は
考
へ
得
ら
れ
る
が
・
宮
際
に
於
℃
は
解
決
に
困
難

な
る
問
題
で
あ
る
。

バ
I
J
7
y
候
も
フ
キ
ジ
オ
ク
-
フ
ッ
ト
の
抽
象
論
を
闘
は
し
て
ゐ
る
時
に
は
こ
の
疑
問
が
重
要

で
な
か
っ
た
が
、
単
一
税
論
を
質
施
す
る
ご
な
る
ご
、
最
も
解
決
に
困
う
た
様
で
ゐ
る
。
彼
は
、
そ
の
最
も
曾
敬



せ
る
事
者

冨

E
r
o
E
に
再
三
文
過
を
し
て
「
土
地
の
純
牧
獲
」

の
算
定
方
法
の
敬
一
市
を
仰
い
だ
の
で
あ
る
。
而

も
】
向
HE『
自
己
は
此
一
結
に
就

τは
バ

l
デ
ン
侯
に
遂
に
要
領
を
得
た
る
答
蹄
を
典
へ
宇
、
戒
は
此
事
が
根
本
原

悶
Z
な
っ
て
此
事
業
が
失
敗
し
た
さ
も
云
ひ
得
る

ωで
あ
る
。
以
上
の
三
村
落
に
於
り
る
「
土
地
の
純
政
獲
」
は
、

極
め
て
粗
雑
に
且
つ
専
断
的
に
算
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
.
薬
及
び
飼
料
を
凡
て
牧
入
己

L
て
計
算

せ
る
に
狗
ら
す
、
他
方
縦
錠
り
部
に
て
は
|
|
牧
場
の
場
合
を
除
き
|
|
肥
料
が
翠
げ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
り
で

あ
る
。
夏
仁
、
建
築
物
に
つ
い
て
も
、
英
利
子
及
び
一
元
倒
償
却
が
み
ァ
、
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
か
、
る

粗
雑
な
る
計
算
を
基
礎
正

L
た
る
が
飲
に
、

本
来
な
ら
ば
縦
一
数
の
等
級
を
有
す
べ
き
笹

ω
「
土
地
の
純
牧
獲
」
が

僅
か
二
三
の
等
級
に
分
れ

τ
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
粕
川
市
を
来
し
た
の
で
あ
る
。

真

「
上
地
的
純
牧
獲
」
の
幾
何
を

の
立
場
が
あ
る
o

J

1

デ
ン
伎
の
場
合
は
事
ゐ
後
者
を
保
っ
た
の
で
あ
る
o

要
す
る
に

「
土
地
の
純
牧
獲
」
の
算

パ附訊内ゆ刷会線機婚約豹附坦殺が内混ぜ総統刊~~r，\"'k\'~

、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、

租
税
仁
徴
収
す
べ
き
や
仁
つ
い
て
も
議
論
が
分
れ
得
る
の
で
あ
る
。
純
欣
獲
の

一
定
制
合
例
へ
ば
そ
の
四
分
の

叉
は
五
分
の
一
を
徴
牧
す
べ
き
か
、
又
は
北
(
制
令
は
其
時
其
所
の
財
政
事
情
に
基
き
自
由
に
定
む
ぺ
き
や
の
二
つ

定
方
法
が
人
匁
的
で
あ
ち
、
更
に
「
土
地
の
純
牧
獲
」
よ
り
軍
一
一
地
犯
を
算
定
す
る
の
も
専
断
的
で
あ
り
、
結
局

印。
E
の
き
詰
{
ロ
の
且
平
設
Z
は
逢
っ
た
も
の
が
出
来
た

ωで
あ
る
。

第
二
は
租
裁
の
時
妹
閥
係
h
T
充
分
に
考
へ
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。

伊
豆
E
四

3
・
叫
，

Z
E
Z
g
で
は
車
一
地
租
採

用
品
帆
の
方
が
そ
の
以
前
よ
b
租
税
徴
放
総
額
を
婚
し

τ
ゐ
る
が
、

ロh
m
H
]
山
口
問

E
H

仁
於
て
は
一
巡
っ

τ減
少
し
た
の
で

論

輩

早
一
祉
の
抗
現
性

第
二
十
二
巷

(
第
二
蹴

凹
五
)

" ;1， 



論

叢

車
一
一
躍
の
貨
現
性

第
二
十
二
審

(
第
二
腕

四
占，、
〕

一六
O

あ
る
。
そ
れ
仁
も
拘
ら
ず
、

F
E山
口
町
内
F
吋

E
E山口問
g
同
川
崎
に
口
町
住
E
問
3
仁
於
て
も
軍
一
地
租
に
耐
え
待
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

印。一ニ且門戸匂内出口

の
設
〈
所
に
従
へ
ば
、
「
土
地
の
純
牧
獲
」

に
課
税
す
る
事
は
、

や
が

τ金
枇
曾

階
級
に
和
枇
を
通
貨
に
負
指
せ
し
な
る
事
に
な
る
の
で
ゐ
っ
て
‘

刑
曾
会
健
よ
り
見
て
負
指
が
最
も
容
易
な
る
誇

で
あ
る
。

然
る
仁
…
事
貨
が
是
を
裏
切
っ
て
ゐ
る

ωは、
軍
一
一
地
税
の
斡
嫁
関
係
が
好
都
合
に
蓮
ば
な
か
っ
た
の
を

示
し

τ
ゐ
る
。

第
三
は
軍
一
地
税
を

J
P仙

畑
山
間
山
内

r、
貨

vrhor、
J
r
r昨
r
u
r事
で
ゐ
る
。
一
克
古
今
』
の
三
村
落
は

未
ピ
充
分
に
貨
僻
経
済

ω洗
械
を
受
り
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
然
る
に
艇
雌
刑
事
情

ω進
歩
し
た
る
国
ご
同
一

の
方
法
を
課
税
上
に
採
用
し
た
る
事
は
、
非
常
な
間
遠
で
あ
る
、
陳
情
書
に
臼
〈
「
公
卒
に
し
て
且
つ
極
主
租
税

を
貨
惜
の
形
で
一
度
に
納
付
す
る
よ
h
も
、
寧
ろ
不
公
平
且
つ
重
き
秘
税
で
あ
っ

τも
質
物
の
形
で
分
割
し
て
納

付
す
る
功
を
許
苫
れ
る
方
が
、
農
民
を
苦
し
め
る
事
が
遁
に
少
い
の
で
あ
る
」

ピ
o
a貨
に
異
を
穿
っ
た
批
評
で
あ

る。
第
一
、
第
二

ω非
難
は
小
平

J町
r
r
r
v
r
u劃
す
る
問
題
で
あ
る
。
第
三
の
非
難
は
官
官
官
官
上
の
問
題

で
あ
る

o
r
J
r
r…り
rmnr昨
r
r山

脈
附
制
及

r
r
v技
w
r
r
f
p肌
一
か
相
ま
っ
て

ロ
一
向
己
官
同
日
y

出
ω
F
ロロ町内ロ

叶
FmvnFE四
何
回
凶

の
質
験
を
失
敗
仁
腕
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。



第
四

皐
一
一
枕
の
賓
副
知
性

事
貨
は
・
』
の
遁
ム
リ
で
あ
る
。
務
家
剣
山
り
名
者
バ
1
J
7
y
侯
が
、
猫
逸
の
フ
ヰ
タ
オ

p
-フ
づ
ト

m
n
E
O作
7
2
E
を

起
用
し
、
首
代
の
大
事
者
冨

E
r
E
の
忠
言
に
従
ひ
、
人
民
の
要
望
を
負
つ

τ「
自
然
の
秩
序
」
を
地
上
に
質
現

せ
ん
ご
し
、
遂
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
軍
一
地
租
は
回
与
一
宮
向
。
P
叶

r
E
z
q
z
に
て
は
僅
か
六
年
に
し
て
敗
れ
、

口一
O
H
E
P
唄
出

に
て
は
三
十
年
以
上
維
持
せ
ら
れ
た
が
遂
ド
厳
止
の
迩
命
を
見
た
の
で
め
る
。
先
づ
此
三
村
落
に
て

質
験
し
、
次
い
v

で
バ

l
Jア
Y

全
館
に
及
ぼ
し
、
最
後
に
は
全
世
界
を
理
想
郷
に
化
せ
ん
ご
せ
し
一
」
の
試
み
は
、
出

畿
の
第
一
歩
に
於
て
敗
れ
た
の
で
あ
る
。

悩

単
一
一
枚
論
そ
の
も
の
に
劃
し
て
は
、
我
闘
川
い
も
己
に
構
成
ゐ
る
評
論
が
俊
一
衣
せ
ら
れ
、
叉
単
一
一
税
論
ぜ
被
税
論

E
の
長
所
を
併
せ
ん
E

L
て
綜
合
的
者
修
税
の
案
も
考
へ
ら
れ

τゐ
る
か
ら
、
単
一
税
論
杢
般
に
関
す
る
批
評
は

之
を
差
控
え
て
置
か
う
。
只
バ

1
デ
ン
侯
の
賓
験
を
阿
顧
す
る
に
つ
り
、
単
一
一
枕
も
之
を
貸
現
す
る
ご
な
る
己
椅

々
の
難
問
題
に
逢
肴
す
る
の
を
如
る
の
で
ゐ
る
。
考
へ
ら
れ
た
る
「
土
地
の
純
牧
獲
」
は
至
梅
明
瞭
で
あ
品
が
、
-
旬

、
さ
賞
施
す
る
亡
な
る
ピ
、
頗
る
人
録
的
仁
し

τ且
つ
伸
縮
自
在
の
も
の
正
な
る
。
更
に
「
土
地
の
純
牧
獲
」
に
課
税

す
る
事
は
源
を
課
税
す
る
の
で
あ
っ
て
其
負
曲
目
が
会
批
曾
階
級
に
及
ぶ
様
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
賃
上

の
輔
蛾
闘
係
は
必
?
Lも
机
の
上
の
胸
隊
関
係
ピ
一
致
し
な
い
俄
で
あ
る
o

更
に
考
ふ
吋
き
は
、

J
J
l
Jプ
ン
侯
の

賞
験
を
滅
ぼ
し
た
る
は
、
此
等
的
本
質
的
の
問
題
よ
L

り
も
寧
ろ
課
税
技
術
の
方
面

r
z云
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

叢

蹟

単
一
一
樹
白
寅
現
性

第
二
十
二
巻

第

観

四
七
)

大

財政事誕論 211頁以下神戸博士:租読通論 2明頁以下

小川縛士租積紬論 720頁以下

榊戸博士 消費挽と枇骨酷策(別政問題 6'9頁以下)

綜告審f善松田批評(本誌十ヒ巻二親)

18) 

19) 

「一一一



司F

(
第
二
抗

E喝
λ. 

六

曲

犠

車
一
一
師
自
覚
現
件

第
二
十
二
容

る
。
貨
枇
加
納
か
貨
物
納
炉
、

一
時
納
か
分
割
納
hr
の
如
昔
、

一
見
技
術

ω末
に
過
ぎ
F
る
事
賓
が
、

ニ
の
高
債
な

る
賞
験
の
死
命
を
制
し
た
の
で
あ
る
。
考
へ
ら
れ
た
る
祖
税
論
ZEW貝
行
せ
ら
れ
た
る
組
税
論
ご
の
距
離
を
比
挟

数
へ
ら
れ
る
所
が
少
〈
な
い
。

す
る
正
、

(
信
三
)

般
に
凋
逸
に
つ

い
て
見
る

友
諮
り
嶋
ふ
る
所
得
間
半
一
税
論
も
、

最
近
そ
の
色
彩
が
務
〈
な
っ
た
様
で
ゐ
る
。

に
、
批
曾
民
主
謀

ωギ
ョ

戸
リ
ッ
ツ
捌
傾
(
一
九
二
一
年
)
及
び
合
同
献
曾
民
主
識
の
こ

y
y
ペ
戸
グ
の
実
行
綱

額
二
九
二
二
年
)
は
突
の
内
容
含
有
し
て
ゐ
る
。

ギ
ヨ
ル
リ
ツ
ツ
制
叫
「
所
作
枯
、
川
佐
和
比
柑
繍
枕
白
峨
保
及
楠
説
。
世
品
目
鑓
化
と
使
用
費
本
の
生
産
力
に
趨
臨
せ
し
む
る
帯
。
連
組
制
鎮
の
場

合
に
於
け
る
同
家
山
相
続
備
、
同
家
の
分
掛
義
務
を
岳
遭
者
の
般
に
よ
っ
て
等
級
を
立
て
る
ζ

と
。
遁
枕
且
費
本
隠
挺
を
有
数
に
品
及
す
る
と
化
。

捗
働
力
を
誕
撫

L
、
そ
の
畦
用
的
浪
費
に
封

L
て
は
草
脅
責
任
を
叫
す
る
ζ

と
@
資
本
主
義
的
企
業
財
能
に
先
の
摺
力
を
胸
奥
せ
し
む
る
と
と
」
。

(

蝋

山

車

士

山

時

)

〉

=
ユ
ル
シ
4

ル
グ
の
賀
行
制
叫
「
削
減
諜
枯
正
組
滅
的
給
付
協
力
日
臨
ず
る
負
撹
分
配
と
の
原
理
に
謀
づ
(
組
本
的
也
括
的
財
政
整
珂
。
有
本
家
的

企
業
。
牧
誌
に
謝
す
る

mw附
の
市
山
路
刷
盟
。
誼
き
制
品
唱
の
場
合
に
於
け
る
川
岡
の
制
撤
帥
師
。
利
政
財
産
自
多
少
に
臨
じ
て
高
等

E
附
し
た
帝
岡
白
相

雌
分
。
滞
枕
肱
枕
比
資
本
遁
山
由
防
止
。
投
機
利
益
、
特
に
畑
一
償
梓
放
に
新
川
剖
怖
に
劃
す
る
措
刺
に
劃
す
る
最
も
峻
雌
な
る
諜
枯
。
活
替
差
往
白

全
部
的
徴
枕
に
議
す
る
担
民
に
ま
で
の
輸
出
枕
の
引
上
げ
。
外
凶
バ
易
皆
川
所
由
有
効
な
る
統
制
に
さ
@
外
岡
偽
替
の
雌
椅
な
る
徴
叫
]
(
森
戸
製
ゴ

課
) こ

の
最
近
の
二
綱
川
酬
を
、
卒
直
に
間
半
一
旧
抽
選
所
得
税
相
鋭
税
を
主
張
し
あ
ら
ゆ
る
間
接
税
を
破
棄
せ
ん
ご

IJ
た

ア
イ
ゼ
ナ
ッ

ρ

の
綱
領
己
比
峡
す
る
ご
、
共
間
に
五
十
年
の
歳
月
の
流
れ
以
上
的
差
が
存
す
る
を
見
る
の
で
あ

る
。
最
近
の
二
綱
制
を
見
よ
、

r。
一
の
文
字
も

w
v
r配
rの
文
字
も
後
見
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
刑
曾
民
主
篤

Vorwarts， den 25. Seplember 1921 高野博士 描地枇曾民主革新綱領解説

樋山皐士 猫逸民主瀧ゲールりヅヴ綱領(国家事官雑誌第三十五番第十ニ親)

Vorwarts， dcn 24. September 1922 

，jt戸事[::最近ドイツl官官黛虫D ー帥

20} 
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.F
政
治
上
無
力
な

h
し
時
間
平
一
所
得
枕
論
を
そ
の
綱
領
に
か
、
げ
、
濁
巡
の
政
議
中
の
第
一
鶏
ご
な

h
L際
に

そ

ω
綱
領
よ
ら
単
一
所
得
枕
論
を
非
り
去
っ
た
事
を
附
じ
考
へ
れ
ば
、
|
|
勿
論
柿
々

ω
説
明
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ

る
が

l
l「
単
一
枕

ω民
現
性
L

ご
一
五
ふ
も
の
に
、
戎
利
ゆ
時
一
不
を
山
間
へ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

の
車
一
一
地
机
論
ピ
友
治
…

ωm一
所
得
総
論
ピ
は
共
立
論
り
州
帆
抽
出
及

ブ
ヰ
ジ
え
ク
ラ
ッ
ト

比
九
資
場
内
方
法
を
全
〈
即
時
に
し

τゐ
る
が
、

川
附
枕
物
付
を
世
放
に
求
的
ん
ど
J
9
る
鮎
に
於
て

一
致

L
E
ゐ
る
。

而
[
τ
前
者
は
バ

1
デ
ン
絞

ω貨
峨
に
よ
h
，て

失
敗
L、

牧
者
は
主
謀

ω
身
力
的
地
加
す
る
ご
共
に
例
制
よ
り
泊
さ
れ
た
の
で
ゐ
る
。

此
二
つ
の
引
討
は
、

戒
は

凡
て
の
軍
一
一
枕
叫
古
甘
す
ゐ
共
通
り
一
知
所
全
日
端
、
海

L
て
ゐ
る
の
で
な
が
ら
う
が
o

英
同
市
立
棋
山
制
制
に
酬
し
で
は
大
内
政
続
出
「
列
代
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
曲
担
」
に
詳
制
に
市
町
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
込
に
誠
る
。

祖
枇
論
は
、
成
叩
仰
の
科
午
、
」
巡
っ
て
之
官
試
験
管
で
資
験
す
る
市
中
Mr
出
来
な
い
¥
従
っ
て
単
一
一
税
論
に
つ
い
て

(
桂
三
)

も

円
八
一
肌
の
巾
で
戒
は
日
比
一
駁
日

ιれ
又
は
刊
附
設
ぜ
ら
れ

τゐ
た
の
で
わ
る
。

ア
キ
ジ
オ
タ
ラ
ッ
ト
の
皐
者
が
バ
リ

地
利
」
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